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     「
関
市
･
武
儀
郡
４
町
村
合
併
協

議
会
だ
よ
り
」
の
創
刊
に
あ
た
り
、一

言
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。
 

　
市
町
村
合
併
に
つ
き
ま
し
て
は
、

本
協
議
会
の
前
身
で
あ
る
「
中
濃
地

域
市
町
村
合
併
検
討
協
議
会
」
が
、

中
濃
地
域
二
市
二
町
三
村
で
の
合
併

の
可
能
性
を
検
討
す
る
場
と
し
て

昨
年
十
月
九
日
に
設
置
さ
れ
、二
月

二
十
七
日
ま
で
に
計
六
回
の
協
議
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、七
市
町
村

揃
っ
て
の
合
意
に
至
ら
ず
、「
関
市
へ

の
編
入
合
併
そ
し
て
名
称
は
関
市

と
し
て
早
期
に
法
定
協
議
会
を
立

ち
上
げ
、本
格
的
な
協
議
を
進
め
る
」

と
の
関
市
の
考
え
に
賛
同
さ
れ
た
洞

戸
村
･
板
取
村
･
武
儀
町
及
び
上

之
保
村
の
一
市
一
町
三
村
の
新
た
な

枠
組
み
で
法
定
協
議
会
を
立
ち
上

げ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
 

　
わ
が
国
は
将
来
人
口
の
減
少
が

予
想
さ
れ
る
中
で
、
本
格
的
な
少
子

高
齢
社
会
の
到
来
を
目
前
に
控
え
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
需
要
が
ま
す
ま

す
高
ま
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

景
気
の
低
迷
に
よ
り
税
収
の
伸
び
が

見
込
ま
れ
な
い
状
況
下
で
地
方
分

権
の
推
進
や
地
方
交
付
税
の
見
直

し
等
、市
町
村
を
取
り
巻
く
情
勢
は

ま
す
ま
す
厳
し
く
な
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
て
お
り
、
市
町
村
合
併
は
こ

れ
ら
の
課
題
に
対
す
る
有
効
な
解

決
策
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
 

　
当
協
議
会
で
は
、
関
係
市
町
村
が

合
併
し
た
場
合
の
「
市
町
村
建
設
計

画
」
の
作
成
や
「
合
併
に
関
す
る
協

議
」
等
、
あ
ら
ゆ
る
事
項
の
協
議
を

進
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
協
議
会
で
検
討
さ
れ
た
内
容

に
つ
い
て
は
住
民
の
皆
様
に
公
開
し
、

ご
意
見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
運
営
に

努
め
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。
 

　
十
年
後
、二
十
年
後
の
こ
の
地
域

の
将
来
を
見
据
え
、
住
民
の
皆
様
の

期
待
に
こ
た
え
ら
れ
る
「
新
し
い
関
市
」

を
目
指
し
十
分
検
討
し
て
ま
い
り

ま
す
の
で
、ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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平
成
十
四
年
十
月
九
日
に
関
市
･
美
濃
市
及
び
武
儀
郡
五
町
村
に
よ
る
任
意
協
議
会
「
中

濃
地
域
市
町
村
合
併
検
討
協
議
会
」
を
設
立
し
、
今
年
二
月
二
十
七
日
ま
で
に
六
回
の
会
議
を

開
い
て
合
併
の
協
議
を
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
七
市
町
村
で
の
合
意
に
至
ら
ず
、
関
市
・
洞
戸

村
・
板
取
村
・
武
儀
町
及
び
上
之
保
村
の
五
市
町
村
に
よ
り
法
定
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
 

　
三
月
十
四
日
に
五
市
町
村
に
よ
る
法
定
協
議
会
の
設
置
議
案
が
各
市
町
村
議
会
に
お
い
て
議

決
さ
れ
、三
月
十
七
日
の
告
示
に
よ
り
正
式
に
「
関
市
･
武
儀
郡
４
町
村
合
併
協
議
会
」
が
設

置
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
三
月
二
十
五
日
に
は
岐
阜
県
へ
合
併
協
議
会
の
設
置
届
及
び
合
併
重
点
支
援
地
域
指
定
申

請
書
を
提
出
し
、四
月
十
日
に
県
か
ら
合
併
重
点
支
援
地
域
と
し
て
指
定
を
受
け
ま
し
た
。
 

● 協議会委員 ● 

委員の構成 

参　　　　与 田代 一弘（中濃地域振興局振興局長） 

オフザーバー 棚瀬 直美（中濃地域振興局武儀事務所長） 
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合
併
協
議
会
設
置
に
至
る
経
緯
 

第
一
回
合
併
協
議
会
の
内
容
 

　
三
月
三
十
一
日
午
前
十
時
よ
り
関
市
役
所
・

大
会
議
室
に
お
い
て
、第
一
回
関
市
・
武
儀
郡

４
町
村
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
 

　
協
議
会
設
立
ま
で
の
経
緯
の
説
明
、会
長
・

副
会
長
の
選
任
、
参
与
・
監
査
委
員
の
委
嘱

の
後
、次
の
事
項
の
報
告
及
び
次
の
議
案
に

つ
い
て
協
議
さ
れ
、五
市
町
村
の
合
併
に
つ
い

て
検
討
す
る
体
制
が
整
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

各
市
町
村
よ
り
派
遣
さ
れ
た
事
務
局
の
職

員
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
 

【報告事項】 

 関
市
・
武
儀
郡
４
町
村
合
併
協
議
会
 

規
約
に
つ
い
て
 

諸
規
程
に
つ
い
て
 

①
関
市
・
武
儀
郡
４
町
村
合
併
協
議
会
幹
事
会
規
程
 

②
関
市
・
武
儀
郡
４
町
村
合
併
協
議
会
事
務
局
規
程
 

③
関
市
・
武
儀
郡
４
町
村
合
併
協
議
会
財
務
規
程
 

④
関
市
・
武
儀
郡
４
町
村
合
併
協
議
会
 

　
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
程
 

 

 一
  二

 

 関
市
・
武
儀
郡
４
町
村
合
併
協
議
会
会
議
運
営
規
程

の
制
定
に
つ
い
て
 

関
市
・
武
儀
郡
４
町
村
合
併
協
議
会
 

新
市
建
設
計
画
作
成
小
委
員
会
の
設
置
 

及
び
規
程
の
制
定
に
つ
い
て
 

関
市
・
武
儀
郡
４
町
村
合
併
協
議
会
会
議
の
傍
聴
に

関
す
る
規
程
の
制
定
に
つ
い
て
 

平
成
十
五
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
十
五
年
度
予
算
に
つ
い
て
 

 一
  二

 
  三

 
 四

 
五
 

【協議事項】 

会 長  

副 会 長  

監 査 委 員 

後 藤  昭 夫  

長 屋  勝 司  

田 中  善 隆  

（ 関 市 長 ） 

（ 板 取 村 長 ） 

（板取村議長） 
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関
市
・
武
儀
郡
4
町
村
合
併
協
議
会
規
約
（
要
約
）
 

（
協
議
会
の
設
置
）
 

第
１
条
　
関
市
、
洞
戸
村
、
板
取
村
、
武
儀
町

及
び
上
之
保
村（
以
下
「
構
成
市
町

村
」
と
い
う
。
）は
、地
方
自
治
法
第

２
５
２
条
の
２
第
１
項
及
び
市
町
村

の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、合
併
協
議
会（
以

下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）を
置
く
。
 

（
協
議
会
の
名
称
）
 

第
２
条
　
協
議
会
の
名
称
は
、
関
市
・
武
儀
郡

４
町
村
合
併
協
議
会
と
す
る
。
 

（
協
議
会
の
事
務
）
 

第
３
条
　
協
議
会
は
、次
に
掲
げ
る
事
務
を
行

う
。
 

①
合
併
に
関
す
る
協
議
 

②
新
市
建
設
計
画
の
作
成
 

③
そ
の
他
合
併
に
関
し
必
要
な
事
項
 

（
事
務
所
）
 

第
４
条
　
協
議
会
の
事
務
所
は
、関
市
に
置
く
。
 

（
組
　
織
）
 

第
５
条
　
協
議
会
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
っ

て
組
織
す
る
。
 

（
会
長
及
び
副
会
長
）
 

第
６
条
　
会
長
及
び
副
会
長
は
、
構
成
市
町

村
の
長
が
協
議
し
て
、
委
員
の
中
か

ら
選
任
す
る
。
 

　
　
２
　
会
長
及
び
副
会
長
は
、非
常
勤
と
す
る
。
 

（
委
　
員
）
 

第
７
条
　
委
員
は
、
構
成
市
町
村
ご
と
に
各
６

名
と
し
、次
の
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

①
構
成
市
町
村
の
長
 

②
構
成
市
町
村
の
議
会
の
議
長
 

③
構
成
市
町
村
の
議
会
議
員
　
 

④
構
成
市
町
村
の
学
識
経
験
者
　

　
　
２
　
委
員
は
、非
常
勤
と
す
る
。
 

（
参
　
与
）
 

第
８
条
　
構
成
市
町
村
の
長
の
協
議
に
よ
り
、

協
議
会
に
参
与
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
。
 

　
　
２
　
参
与
は
、非
常
勤
と
す
る
。
 

（
会
長
及
び
副
会
長
の
職
務
）
 

第
９
条
　
会
長
は
、
協
議
会
を
代
表
し
、
会
務

を
総
理
す
る
。
 

　
　
２
　
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長

に
事
故
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠

け
た
と
き
は
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

（
会
　
議
）
 

第
10
条
　
協
議
会
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と

い
う
。
）は
、会
長
が
招
集
す
る
。
 

　
　
２
　
会
長
は
、
委
員
の
１
／
３
以
上
の
者

か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
、こ
れ
を

招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

　
　
３
　
会
議
の
開
催
場
所
及
び
日
時
等
は
、

あ
ら
か
じ
め
委
員
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
会
議
の
運
営
）
 

第
11
条
　
会
議
は
、
委
員
の
１
／
２
以
上
の
者

が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が

で
き
な
い
。
 

　
　
２
　
会
議
の
議
長
は
、会
長
が
当
た
る
。
 

　
　
３
　
会
議
の
議
事
そ
の
他
必
要
な
事
項

は
会
長
が
会
議
に
諮
り
別
に
定
め
る
。
 

（
関
係
者
の
出
席
）
 

第
12
条
　
会
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

委
員
以
外
の
者
に
会
議
に
て
、意
見

等
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
小
委
員
会
）
 

第
13
条
　
協
議
会
は
、そ
の
事
務
の
一
部
に
つ
い

て
調
査
、
審
議
等
を
行
う
た
め
、
小

委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

　
　
２
　
小
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

会
長
が
会
議
に
諮
り
別
に
定
め
る
。
 

（
幹
事
会
）
 

第
14
条
　
会
議
に
付
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
協

議
又
は
調
整
を
す
る
た
め
、協
議
会

に
幹
事
会
を
置
く
。
 

　
　
２
　
幹
事
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、会
長
が
別
に
定
め
る
。
 

（
事
務
局
）
 

第
15
条
　
協
議
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

協
議
会
に
事
務
局
を
置
く
。
 

　
　
２
　
事
務
局
職
員
は
、構
成
市
町
村
の
長

が
協
議
し
て
定
め
た
者
を
充
て
る
。
 

　
　
３
　
事
務
局
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、会

長
が
別
に
定
め
る
。
 

（
経
　
費
）
 

第
16
条
　
協
議
会
に
要
す
る
経
費
は
、補
助
金
、

そ
の
他
収
入
及
び
構
成
市
町
村
負

担
金
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

（
財
　
務
）
 

第
17
条
　
協
議
会
の
予
算
編
成
、
現
金
の
出

納
そ
の
他
財
務
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、会
長
が
別
に
定
め
る
。
 

（
監
　
査
）
 

第
18
条
　
協
議
会
の
出
納
の
監
査
は
、構
成
市

町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
た
者

１
名
に
委
嘱
し
て
行
う
。
 

　
　
２
　
監
査
委
員
は
、
監
査
を
行
っ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
そ
の
結
果
を
会
長
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
報
酬
及
び
費
用
弁
償
）
 

第
19
条
　
協
議
会
の
会
長
、
委
員
、
参
与
、
監

査
委
員
等
は
、報
酬
又
は
そ
の
職
務

を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
弁
償

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

　
　
２
　
前
項
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額

及
び
支
給
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
会

長
が
別
に
定
め
る
。
 

（
協
議
会
解
散
の
場
合
の
措
置
）
 

第
20
条
　
協
議
会
が
解
散
し
た
場
合
は
、
協

議
会
の
収
支
は
解
散
の
日
を
も
っ
て

打
ち
切
り
、
会
長
で
あ
っ
た
者
が
こ

れ
を
決
算
す
る
。
 

（
委
　
任
）
 

第
21
条
　
こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

協
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

会
長
が
別
に
定
め
る
。
 

附
　
則
 

こ
の
規
約
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行

す
る
。
 

※
平
成
十
五
年
三
月
十
七
日
か
ら

　
施
行
 

 

合併協議会 だより 
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に
つ
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関
係
規
程
の
説
明
 

  【
役
　
割
】
 

　
こ
の
小
委
員
会
は
「
新
市
建
設
計
画
」

　
の
作
成
に
つ
い
て
調
査
研
究
や
審
議

　
を
行
い
ま
す
。
 

【
組
　
織
】
 

　
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
中
か
ら

　
協
議
会
の
会
長
が
委
嘱
し
ま
す
。
 

　
①
各
市
町
村
の
助
役
 

　
②
市
町
村
の
職
員
各
１
名
 

　
③
市
町
村
の
学
識
経
験
者
各
3
名
 

　
　
計
2
5
名
 

【
委
員
長
等
】
 

　
委
員
長
及
び
副
委
員
長
各
１
名
を

　
委
員
の
中
か
ら
互
選
し
ま
す
。
 

【
会
　
議
】
 

　
合
併
協
議
会
の
会
長
が
求
め
る
と

　
き
や
委
員
長
が
必
要
と
認
め
る
と

　
き
に
招
集
し
ま
す
。
 

　
会
議
は
公
開
し
ま
せ
ん
。
 

【
報
　
告
】
 

　
小
委
員
会
の
調
査
又
は
審
議
の
結

　
果
等
は
、協
議
会
に
報
告
さ
れ
ま
す
。
 

  

                          

  【
役
　
割
】
 

　
幹
事
会
は
、協
議
会
の
会
長
の
指
示

　
を
受
け
て
、協
議
会
に
提
案
す
る
事
 

　
項
等
に
つ
い
て
、
事
務
レ
ベ
ル
で
の
協

　
議
・
調
整
を
行
い
ま
す
。
 

【
組
　
織
】
 

　
幹
事
会
は
、次
の
幹
事
で
組
織
し
ま
す
。
 

　
①
各
市
町
村
の
助
役
 

　
②
関
市
の
総
務
部
長
 

 
 
計
６
名
 

              

【
役
　
員
】
 
 

　
幹
事
会
に
次
の
役
員
を
置
き
ま
す
。
 

　
①
幹
事
長
１
名
 

　
②
副
幹
事
長
１
名
 

【
会
　
議
】
 

　
会
議
は
、幹
事
長
が
必
要
に
応
じ
て

　
招
集
し
ま
す
。
 
 

　
会
議
は
公
開
し
ま
せ
ん
。
 

【
報
　
告
】
 

　
幹
事
会
の
協
議
経
過
や
結
果
に
つ
い

　
て
は
、協
議
会
に
報
告
さ
れ
ま
す
。
 

               

分　科　会 

・調整原案の作成 
・事務担当者レベルの調整等 

合併協議会 

合併に関するすべての事項
について協議 

新しいまちづくりに
関する調査・審議 

新市建設計画作成小委員会 

幹　事　会 

・事務レベル調整の最高機関 
・協議会会議の議案調整 
・協議会運営の総合調整等 
・各種スケジュール 
・専門部会調整等 

・調査表ひな形作成 
・調査項目分類表作成 
・調査項目調整 
・関係資料の収集・作成 
・事務調整（会議室手配等） 

専 門 部 会 

・調整原案の取りまとめ 
・分科会間の調整進行管理等 

・会議開催に係る一般事務 

● 関市・武儀郡4町村合併協議会 ● 
組織図 

事 務 局 

・
会
議
開
催
に
係
る
一
般
事
務
 

新市建設計画作成 
小委員会の構成 

市町村助役      各1名 

市町村職員      各1名 

学識経験者      各3名 

　　計　　      各5名 

　合　計　       25名 

新
市
建
設
計
画
作
成
小
委
員
会
に
つ
い
て
 



会
議
の
傍
聴
に
つ
い
て
 

事務局職員の構成 

関　市 　　　4名 

洞戸村 　　　2名 

板取村 　　　2名 

武儀町 　　　2名 

上之保村 　　2名 

 

合　計 　 　 12名 

事
務
局
に
つ
い
て
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合併協議会 だより 

第二回協議会開催の予定 

【
専
門
部
会
の
設
置
】
 

　
事
務
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
幹
事

　
会
に
専
門
部
会
を
置
き
ま
す
。
 

【
専
門
部
会
の
委
員
】
 

　
専
門
部
会
の
委
員
は
、担
当
分
野
の

　
部
長
も
し
く
は
課
長
相
当
職
に
あ

　
る
職
員
が
担
当
し
ま
す
。
 

【
専
門
部
会
の
役
員
】
 

　
専
門
部
会
に
次
の
役
員
を
置
き
ま
す
。
 

　
①
部
会
長
１
名
 

　
②
副
部
会
長
１
名
 

【
分
科
会
の
設
置
】
 

　
さ
ら
に
細
か
い
事
務
を
処
理
す
る
た

　
め
、専
門
部
会
に
分
科
会
を
置
き
ま
す
。
 

【
分
科
会
の
委
員
】
 

　
分
科
会
の
委
員
は
、構
成
市
町
村
の

　
担
当
分
野
の
課
長
、
課
長
補
佐
、又

　
は
係
長
相
当
職
に
あ
る
職
員
が
担

　
当
し
ま
す
。
 

【
分
科
会
の
役
員
】
 

　
分
科
会
に
次
の
役
員
を
お
き
ま
す
。
 

　
①
分
科
会
長
１
名
 

　
②
副
分
科
会
長
１
名
 

       

  【
役
　
割
】
 

　
事
務
局
で
は
次
の
よ
う
な
事
務
を

　
行
っ
て
い
ま
す
。
 

　
①
協
議
会
の
会
議
に
関
す
る
こ
と
 

　
②
会
議
の
資
料
作
成
 

　
③
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ

　
る
広
報
活
動
 

　
④
協
議
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
 

　
⑤
そ
の
他
協
議
会
の
運
営
に
関
す

　
る
こ
と
 

【
職
員
の
配
置
】
 

　
事
務
局
に
は
、
事
務
局
長
、
事
務
局

　
次
長
、
班
長
及
び
職
員
、
計
十
二
名

　
が
関
係
５
市
町
村
か
ら
派
遣
さ
れ

　
て
い
ま
す
。
 

         【
傍
聴
の
手
続
き
】
 

　
合
併
協
議
会
の
会
議
は
傍
聴
す
る
 

　
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
傍
聴
さ
れ
る

　
と
き
は
、
当
日
、
受
付
に
て
本
人
の

　
住
所
、
氏
名
を
傍
聴
人
受
付
簿
に

　
記
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、

　
会
場
の
都
合
に
よ
り
入
場
者
数
を

　
制
限
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

【
所
持
ま
た
は
着
用
し
て
は
 

　
　
　
　
　
　
　

い
け
な
い
も
の
】
 

　
①
鉄
器
、
棒
な
ど
他
人
に
危
害
を

　
加
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
 

　
②
プ
ラ
カ
ー
ド
、旗
、の
ぼ
り
等
 

　
③
は
ち
巻
、
腕
章
、た
す
き
、リ
ボ
ン
、

　
ゼ
ッ
ケ
ン
、ヘ
ル
メ
ッ
ト
等
 

　
④
ラ
ジ
オ
、
拡
声
器
、
無
線
機
、マ
イ

　
ク
、録
音
機
、カ
メ
ラ（
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
）、 

　
映
写
機
等
 

　
⑤
笛
、ラ
ッ
パ
、太
鼓
そ
の
他
の
楽
器
 

　
そ
の
他
、
会
議
を
妨
害
し
た
り
、
人

　
に
迷
惑
を
か
け
る
と
思
わ
れ
る
も

　
の
を
持
っ
て
い
た
り
、酒
気
を
帯
び
て

　
い
る
と
認
め
ら
れ
る
方
は
入
場
で
き

　
ま
せ
ん
。
 

【
傍
聴
人
に
守
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
】
 

　
①
会
議
中
の
発
言
等
に
対
し
て
拍

　
手
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
然
と

　
可
否
を
表
明
し
な
い
こ
と
 

　
②
私
語
、
談
笑
等
会
議
の
妨
害
に

　
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
 

　
③
は
ち
巻
、
腕
章
、
垂
れ
幕
の
類
を

　
掲
げ
る
等
示
威
的
行
為
を
し
な
い
こ
と
 

　
④
飲
食
及
び
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
 

　
⑤
み
だ
り
に
席
を
離
れ
、又
は
不
体

　
裁
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
 

　
そ
の
ほ
か
会
議
の
秩
序
を
乱
し
た
り
、

　
妨
害
に
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
な

　
い
こ
と
 

【
写
真
等
の
撮
影
及
び
録
音
等
の
禁
止
】
 

　
傍
聴
席
に
お
い
て
は
、
写
真
、
映
画

　
等
を
撮
影
し
た
り
録
音
等
は
禁
止

　
し
ま
す
。
 

　
た
だ
し
、議
長
の
許
可
を
得
た
場
合

　
は
認
め
ま
す
。
 

【
そ
の
他
】
 

　
傍
聴
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
指
示
に

　
従
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

　
会
議
中
に
会
議
を
公
開
し
な
い
議

　
決
が
あ
っ
た
と
き
は
、
退
場
し
て
い

　
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

　
ま
た
、
規
程
に
違
反
し
、
会
議
の
秩

　
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、

　
議
長
の
命
令
に
よ
り
退
場
し
て
い
た

　
だ
き
ま
す
。
 

 

幹事会の構成 

市町村助役 　各1名 

関市総務部長 　1名 

 

合　計　 　　　6名 

5月27日（火） 
午前10時より 

関市役所6階大会議室 

会議の日程等につきまして、
わからない場合は事務局へ
お問い合わせください。 
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１
　
会
議
の
開
催
 

　
協
議
会
、幹
事
会
を
随
時
開
催
し
ま
す
。
 

　
専
門
部
会
及
び
分
科
会
を
適
宜
開
催

　
し
、協
議
に
必
要
な
資
料
等
を
作
成

　
し
ま
す
。
 

 ２
　
市
町
村
建
設
計
画
の
作
成
 

　
市
町
村
建
設
計
画
を
作
成
し
ま
す
。
 

　
必
要
に
応
じ
て
新
市
建
設
計
画
作
成

小
委
員
会
を
開
催
し
意
見
を
求
め
、調

整
を
図
り
ま
す
。
 

　
関
係
市
町
村
の
総
合
計
画
の
現
状
に

つ
い
て
調
査
、研
究
し
ま
す
。
 

 ３
　
協
定
項
目
の
調
整
 

　
合
併
協
定
項
目
の
協
議
に
向
け
て
調

整
を
図
り
ま
す
。
 

　
負
担
と
サ
ー
ビ
ス
等
の
問
題
点
を
整

理
し
、事
務
事
業
の
一
元
化
を
図
り
ま
す
。
 

 ４
　
情
報
の
提
供
 

　
協
議
会
は
公
開
を
原
則
と
し
、広
報

紙
の
発
行
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
す
る

な
ど
、住
民
へ
の
情
報
提
供
に
努
め
ま
す
。
 

 

＜歳　入＞ ＜歳　出＞ 

１ 負担金 

（単位:千円） （単位:千円） 

１ 分担金及び負担金 

 

 

 

 

 

 

 

2 諸収入 

 

 

 

 

歳入合計 

 

関 市  

洞 戸 村  

板 取 村  

武 儀 町  

上之保村 

30,000 

30,000 

30,000 

7,690 

5,570 

5,550 

5,620 

5,570 

2 

1 

1 

1 

1 

30,002

１ 負担金 

１ 預金利子 

１ 預金利子 

2 雑入 

2 雑入 

1 事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 予備費 

歳出合計 

29,802 

8,653 

3,857 

4,796 

21,149 

17,325 

 

 

 

 

3,824 

 

 

200 

 30,002

新 市 建 設 計 画 策 定   

事 務 事 業 一 元 化 支 援 業 務   

例 規 立 案・策 定 支 援 業 務   

電算システム統合基本設計  

 

｢合併協議会だより」印刷費   

ホームページ開設・更新費用 

１ 運営費 

2 事業推進費 

１ 会議費  

2 事務局費 

 

１ 調査研究費  

 

 

 

 

2 広報費  

● 平成15年度 合併協議会予算の概要 ● 

平成15年度  関市・武儀郡 
4町村合併協議会事業計画 
平成15年度  関市・武儀郡 
4町村合併協議会事業計画 
平成15年度  関市・武儀郡 
4町村合併協議会事業計画 



● 5市町村の状況 ● 

7

合併協議会 だより 

※人口・世帯・地勢　平成12年10月1日現在 

 

 

74,438 

11,805 

15.9% 

11,632 

15.6% 

24,086 

2,330 

9.7% 

3.1 

102.51 

60.27 

58.8% 

31,171 

41.9% 

4,450 

229,569 

11,439 

176,821 

6,598

2,316 

272 

11.7% 

691 

29.8% 

736 

197 

26.8% 

3.1 

40.08 

4.35 

10.9% 

904 

39.0% 

200 

3,250 

221 

2,020 

198

1,921 

220 

11.5% 

657 

34.2% 

659 

182 

27.6% 

2.9 

187.35 

4.83 

2.6% 

608 

31.7% 

50 

292 

60 

640 

53

4,220 

586 

13.9% 

1,244 

29.5% 

1,168 

224 

19.2% 

3.6 

65.27 

6.37 

9.8% 

1,539 

36.5% 

190 

4,851 

499 

2,653 

214

2,483 

325 

13.1% 

775 

31.2% 

744 

75 

10.1% 

3.3 

49.32 

4.09 

8.3% 

949 

38.2% 

140 

2,307 

163 

1,461 

112

85,378 

13,208 

15.5% 

14,999 

17.6% 

27,393 

3,008 

11.0% 

3.1 

444.53 

79.91 

18.0% 

35,171 

41.2% 

5,030 

240,269 

12,382 

183,595 

7,175

人口総数 

うち１５歳未満人口 

人口に占める割合 

うち６５歳以上人口 

高齢化率 

世帯数 

うち高齢世帯 

全世帯に占める割合 

1世帯当たり人数 

総面積 

可住地面積 

可住地割合 

納税義務者数 

人口に占める割合 

農業粗生産額 

製造品出荷額等 

製造業従業者数 

商業年間販売額 

商業従業員数 

人 

人 

 

人 

 

世帯 

世帯 

 

人 

Km2 

Km2 

 

人 

 

百万円 

百万円 

人 

百万円 

人 

人
 
口
 

世
 
帯
 

地
 
勢
 

  

経
済
基
盤
 

区分 関市 洞戸村 板取村 武儀町 上之保村 合計 

※経済基盤　納税義務者とは平成13年度の市町村税所得割納税者 

　　　　　　農業粗生産額・製造品出荷額等・商業年間販売額等は平成１１年度調査による 

平成15年度  関市・武儀郡 
4町村合併協議会事業計画 
平成15年度  関市・武儀郡 
4町村合併協議会事業計画 

板取村 

洞戸村 
上之保村 

武儀町 

関市 
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合併協議会 合併協議会  Q
&
A

Q
&
A
Q
&
A

合
併
に
 

 
つ
い
て
の
 

8

合併協議会だよりは、古紙配合率100％の再生紙と、 
地球に優しい植物性大豆インキを使用しています。 

次号より各市町村の紹介を掲載します。 

施設や観光、行事など様々な情報を

お知らせいたしますのでお楽しみに。 

ホームページを 
ご覧下さい 

ホームページを 
ご覧下さい 

chuno-g@atlas.plala.or.jp

0575-23-9907

E-Mail

FAX

ＥメールやＦＡＸでもどうぞ 

QA

QA

QA

QA

QA
合
併
協
議
会
の
役
目
と
 

そ
の
構
成
は
？
 

市
町
村
合
併
に
は
 

期
限
が
あ
る
の
で
す
か
？
 

役
所
や
学
校
な
ど
が
統
合
さ
れ
て
、 

不
便
に
な
り
ま
せ
ん
か
？
 

合
併
し
た
ら
職
員
や
議
員
は
 

ど
う
な
る
の
で
す
か
？
 

合
併
ま
で
の
 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
？
 

     

   合
併
協
議
会
と
は
、
地
方
自
治
法
第
 
 

２
５
２
条
の
２
及
び
合
併
特
例
法
第
３

条
に
基
づ
き
、
合
併
を
前
提
と
し
た
関
係
市

町
村
が
集
ま
り
、
新
し
い
市
を
建
設
す
る
に

あ
た
っ
て
、公
共
料
金
や
サ
ー
ビ
ス
水
準
な
ど

の
調
整
（
す
り
合
わ
せ
）
を
は
じ
め
、
合
併
に

関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
柄
の
協
議
を
行
う
組

織
で
す
。
合
併
協
議
会
の
委
員
は
、
関
係
市

町
村
の
長
、
議
会
の
議
員
及
び
学
識
経
験
者

の
中
か
ら
選
任
さ
れ
ま
す
。
こ
の
協
議
会
で

策
定
さ
れ
る
「
新
市
建
設
計
画
」（
新
し
い
市

の
ま
ち
づ
く
り
計
画
）は
、
住
民
に
と
っ
て
合

併
に
関
す
る
具
体
的
な
判
断
材
料
と
な
り

ま
す
。
 

 

 合
併
協
議
会
に
お
い
て
合
併
に
関
す
 

る
あ
ら
ゆ
る
事
項
を
協
議
し
、
事
務
･

事
業
等
の
す
り
合
わ
せ
や
新
市
建
設
計
画
の

策
定
を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
、
主
要
な
合
意

事
項
は
合
併
協
定
書
と
し
て
調
印
し
、各
市

町
村
議
会
の
議
決
を
経
て
合
併
申
請
書
を

県
へ
提
出
、県
議
会
の
議
決
・
知
事
の
決
定
の

後
、
総
務
大
臣
の
告
示
に
よ
り
新
市
誕
生
と

な
り
ま
す
。
 

 

  期
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

た
だ
し
、
合
併
特
例
債
な
ど
の
財
政
支

援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
合
併
特
例
法

の
有
効
期
限
は
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
期
限
内
の
合
併
が
有

利
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

　
今
後
、
合
併
協
議
会
に
お
い
て
合
併
の
期

日
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

 

 通
常
は
、
合
併
前
の
役
場
庁
舎
を
、
合

併
後
の
支
所
や
出
張
所
と
し
て
活
用

し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
で
す
。
で
す
か

ら
住
民
票
や
戸
籍
、そ
れ
に
国
民
健
康
保
険

の
届
出
な
ど
住
民
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
は
今
ま

で
と
あ
ま
り
変
わ
る
こ
と
な
く
受
け
ら
れ
る

よ
う
配
慮
し
ま
す
。
 

学
校
に
つ
い
て
は
、合
併
し
て
す
ぐ
に
統
合
さ
 

              

れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
合
併
に

よ
り
通
学
区
域
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
で
、
自

宅
か
ら
よ
り
近
い
学
校
に
通
う
こ
と
が
可
能

に
な
る
場
合
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

  合
併
の
効
果
と
し
て
人
件
費
の
削
減
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、職
員
に
つ
い
て
は
、法

に
よ
り
編
入
さ
れ
る
町
村
職
員
の
身
分
を
保

障
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、時
間
の

経
過
と
と
も
に
削
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
合
併
後
は
、総
務
や
企
画
部
門
で
重
複
す

る
職
員
を
福
祉
部
門
な
ど
へ
配
置
し
、住
民
サ

ー
ビ
ス
の
充
実
・
向
上
を
図
る
と
す
る
考
え
方

が
一
般
的
で
す
。
 

　
編
入
さ
れ
る
町
村
長
を
は
じ
め
助
役
、収
入

役
、教
育
長
に
つ
い
て
は
身
分
を
失
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
編
入
さ
れ
る
町
村
議
会
の
議
員
に
つ

い
て
も
、定
数
や
在
任
に
関
す
る
特
例
制
度
も

あ
り
ま
す
が
、削
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

 

 

合併に関する情報を 
掲載しています。 

皆さんからのご意見や質問を 
「ご意見箱」にお寄せ下さい。 

http://www.city.seki.gifu.jp/chuno-gappei/
U R L

関市・武儀郡4町村合併協議会 
〒501-3894 関市若草通3丁目1番地 関市役所6階 
TEL 0575-23-9960  FAX 0575-23-9907 
URL http://www.city.seki.gifu.jp/chuno-gappei/ 
E-Mail：chuno-g＠atlas.plala.or.jp

編 集 発 行 
お 知 ら せ 


